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くらしの情報　information
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information

平
成
27
年
度
自
衛
官
等
募
集

　

防
衛
省
で
は
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。　

●
募
集
種
目　
陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒
（
推
薦
・
一
般
）

●
受
験
資
格

【
推
薦
】
男
子
で
中
卒
（
見
込

含
）
17
歳
未
満
の
、
成
績
優
秀
か
つ

生
徒
会
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を

納
め
、
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
方　

【
一
般
】
男
子
で
中
卒
（
見
込

含
）
17
歳
未
満

●
受
付
期
間

　
推
薦
　
11
月
１
日
㈰
〜
12
月
４
日
㈮　

　
一
般
　
11
月
１
日
㈰
〜
平
成
28

年
１
月
８
日
㈮

●
試
験
期
日

　
推
薦
　
平
成
28
年
１
月
９
日
㈯

〜
11
日
㈪
の
い
ず
れ
か
一
日
指
定

　
一
般
　
平
成
28
年
１
月
23
日
㈯

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
郡
山
地
域
事
務
所

☎
０
２
４
–
９
３
２
–
１
４
２
４

平
成
27
年
分
年
末
調
整
説
明
会

　

須
賀
川
税
務
署
で
は
、
次
の
と

お
り
平
成
27
年
分
年
末
調
整
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

●
日
時　
11
月
17
日
㈫

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30

分
ま
で
（
開
場　

午
後
１
時
）

●
場
所　
須
賀
川
市
文
化
セ
ン
タ
ー
　

●
対
象
者
　
須
賀
川
市
・
岩
瀬
郡

内
の
徴
収
義
務
者

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

須
賀
川
税
務
署
（
源
泉
所
得
税

担
当
）　
　
　

☎
75
–
２
１
９
４

防
災
行
政
無
線
な
ど
を
用
い
た
情

報
伝
達
訓
練
実
施
の
お
知
ら
せ

　
地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の

発
生
時
に
備
え
、
次
の
と
お
り
情
報

伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。
こ
の
訓
練

は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
※

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
訓
練
で
、

様
々
な
手
段
を
用
い
て
情
報
伝
達
訓

練
が
行
わ
れ
ま
す
。

※
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
・
津

波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報

を
、
国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を
通

じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ

ム
で
す
。

●
訓
練
実
施
日
時

　

11
月
25
日
㈬　

午
前
11
時
〜

●
訓
練
で
行
う
放
送
試
験

　

町
内
に
設
置
し
て
あ
る
防
災
行

政
無
線
か
ら
一
斉
に
テ
ス
ト
放
送

さ
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　
　

☎
62
–
２
１
１
１

平
成
27
年
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

　

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
が
11

月
９
日
㈪
〜
15
日
㈰
ま
で
の
７
日

間
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
時
季
は
寒
さ
が
ま

し
、
石
油
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
暖
房

器
具
を
使
用
す
る
機
会
が
多
く
な

り
ま
す
。
暖
房
器
具
を
使
用
す
る

前
に
は
、
必
ず
点
検
を
行
い
、
安

全
に
使
用
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

　

ま
た
、
毎
年
全
国
各
地
で
石
油

ス
ト
ー
ブ
の
使
用
方
法
の
誤
り
に

よ
る
火
災
が
多
く
発
生
し
て
い
ま

す
。
火
災
か
ら
尊
い
命
や
財
産
を

守
る
た
め
、
一
人
ひ
と
り
が
暖
房

器
具
の
安
全
な
使
用
を
心
が
け
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

須
賀
川
消
防
署
鏡
石
分
署　

　
　
　
　
　
　

☎
62
–
４
５
１
１

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
　

　

児
童
虐
待
は
、
ど
こ
で
で
も
起

こ
り
う
る
こ
と
で
す
。
日
頃
か
ら

子
ど
も
た
ち
に
関
心
を
持
ち
、
地

域
全
体
で
虐
待
か
ら
子
ど
も
た
ち

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

児
童
虐
待
と
は
…

◇
身
体
的
虐
待
（
殴
る
・
蹴
る
な

ど
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
行
為
）

◇
性
的
虐
待
（
児
童
に
わ
い
せ
つ

な
行
為
を
す
る
・
さ
せ
る
）

◇
ネ
グ
レ
ク
ト
（
衣
食
住
の
世
話

を
し
な
い
な
ど
）

◇
心
理
的
虐
待
（
言
葉
で
脅
す
・

無
視
す
る
な
ど
）

　

こ
れ
ら
は
、
児
童
の
人
権
を
著

し
く
侵
害
し
、
児
童
の
心
身
の
成

長
や
人
格
形
成
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
ま
す
。

虐
待
を
発
見
し
た
ら
…

　

「
児
童
虐
待
で
は
？
」
と
感
じ

る
こ
と
が
あ
れ
ば
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
虐
待
か
ど
う
か
の
判
断

は
、
町
や
児
童
相
談
所
で
行
い
ま

す
。
調
査
の
結
果
、
虐
待
の
事
実

が
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
も
、
連

絡
し
た
人
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
連
絡

し
た
人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課　

☎
62
–
２
１
１
５

　

県
中
児
童
相
談
所

☎
０
２
４
–
９
３
５
–
０
６
１
１

休
眠
会
社
・
法
人
の
整
理
の
お
知
ら
せ

　

法
務
局
で
は
、
休
眠
会
社
・
法

人
の
整
理
事
業
を
行
い
ま
す
。

　
平
成
27
年
10
月
14
日
㈬
の
時
点

で
「
最
後
の
登
記
か
ら
12
年
を
経

過
し
て
い
る
株
式
会
社
」
又
は

「
最
後
の
登
記
か
ら
５
年
を
経
過

し
て
い
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一

般
財
団
法
人
（
公
益
社
団
法
人

及
び
公
益
財
団
法
人
を
含
み
ま

す
）
」
に
つ
い
て
、
平
成
27
年
12

年
14
日
㈪
ま
で
に
「
ま
だ
事
業
を

廃
止
し
て
い
な
い
」
旨
の
届
出
又

は
登
記
の
申
請
を
し
な
い
限
り
、

解
散
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
登

記
官
が
職
権
で
解
散
の
登
記
を
し

ま
す
。
な
お
、
ご
不
明
な
点
は
、

法
務
省
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

福
島
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門

☎
０
２
４
–
５
３
４
–
１
９
０
４

12
月
1
日
は
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー

　
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
と
は
、
エ
イ

ズ
の
予
防
と
患
者
・
感
染
者
に
対

す
る
偏
見
を
な
く
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
１
９
８
８
年
に
世
界
保

募

集

お
知
ら
せ

㈱いちい　鏡石店 ボール理容所オーツカバン
鏡石町消防団
応援事業所協賛店

【サービスの内容】
毎月 25 日、2,000 円以
上購入者に限り 50 ポイ
ント進呈
【対象者】
消防団員本人
住　所：鏡石町本町 179
　　　　　  ☎ 62-1700
定休日：無　　

【サービスの内容】
現販売価格よりさらに
10％引
【対象者】　
消防団員本人、家族、友人等
住　所：鏡石町中町 225
　　　　　  ☎ 62-6220
定休日：日曜日

【サービスの内容】
施術料金より 10％OＦＦ

【対象者】
消防団員本人
住　所：鏡石町中央 153

☎ 62-3313
定休日：毎週月曜日
　　　　第 1月火曜日

協賛店舗紹介

　鏡石町消防団応援事
業の協賛店舗を紹介し
ます。随時、協賛店舗
は募集しております。

相

談

健
機
関
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
国
際

記
念
日
で
す
。
今
年
の
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
期
間
は
11
月
20
日
㈮
〜
12

月
6
日
㈰
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

エ
イ
ズ
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
ィ

ル
ス
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
）
に
感
染
す
る
こ

と
で
起
こ
り
、
感
染
経
路
の
八
割

以
上
は
性
的
接
触
に
よ
る
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
検
査
は
医
療
機
関
・

保
健
所
で
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

保
健
所
で
は
『
匿
名
・
無
料
』
で

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
医
療

の
飛
躍
的
な
進
歩
に
よ
り
、
Ｈ
Ｉ

Ｖ
感
染
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
病

気
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
感
染

が
疑
わ
れ
る
場
合
は
、
む
や
み
に

怖
が
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
検

査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　
県
中
保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）

エ
イ
ズ
相
談
・
検
査
予
約
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
２
４
８
–
７
５
–
４
３
３
８

（
受
付
時
間
：
平
日
８
時
30
分
〜

17
時
15
分
）

農
林
業
の
原
子
力
損
害
賠
償
請
求

に
関
す
る
相
談
会

　

原
発
事
故
に
係
る
農
林
産
物
の

損
害
賠
償
請
求
に
関
し
、
東
京
電

力
に
よ
る
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
な
お
、
Ｊ
Ａ
等
を
通
じ
て
請

求
す
る
方
は
対
象
外
で
す
。

●
日
時　
11
月
20
日
㈮

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時
ま
で

●
場
所　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

※
毎
週
火
曜
〜
木
曜
日
（
午
前
９

時
〜
午
後
４
時
ま
で
）
は
須
賀
川

市
北
上
町
１
５
７
番
地
マ
ル
ヒ
ビ

ル
１
階
で
も
相
談
を
受
け
付
け
て

お
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
㈱
東
京
電
力
福
島
原
子
力
補
償
相
談
室

☎
０
１
２
０
–
９
２
６
–
４
０
４

　

産
業
課　
　

☎
62
–
２
１
１
８

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
の
実
施

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
と
全
国
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
11
月
16

日
㈪
〜
22
日
㈰
ま
で
の
７
日
間
、

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
と
し
て
、

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や

ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
女
性
を
め
ぐ
る

様
々
な
人
権
問
題
の
解
決
を
図
る

た
め
、
電
話
相
談
の
取
組
を
強
化

し
ま
す
。

　

な
お
、
強
化
週
間
の
期
間
以
外

の
日
に
お
い
て
も
、
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分
ま
で
、
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
相
談
は
、
無
料
で
秘

密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

●
期
間　
11
月
16
日
㈪
〜
22
日
㈰

●
時
間　

　

午
後
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

※
た
だ
し
、
21
日
㈯
・
22
日
㈰
は

午
前
10
時
〜
午
後
５
時
ま
で

☎
０
５
７
０
–
０
７
０
–
８
１
０

▼
問
い
合
わ
せ
先
　

　

福
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課　
　
　

☎
０
２
４
–
５
３
４
–
１
９
９
４

「通知カード」とは？
　住民の方々にマイナンバーを通知するもので、当町
では平成 27年 11 月中旬頃以降、住民票を有する全
ての方に、簡易書留により郵送されます。
　通知カードは紙のカードで、あなたの個人番号の他、
住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透
かし等の偽造防止技術も施されています。　
　ただし、顔写真は記載されていないため、番号確認
と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証等
の本人確認書類が必要となります。
　番号確認と本人確認を 1枚で行いたい方は、「個人
番号カード」が便利です。

「個人番号カード」とは？
　本人確認のための情報を電子的に記録できるＩＣ
カードです。
　平成 28年 1月から、本人の申請により交付され、
個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分
証明書として利用できます。また、様々な行政サービ
スを受けることができるようになる IC カードです。
通知カードと一緒に郵送される「個人番号カード交付
申請書」にご自身の写真を添えて申請してください。

●問い合わせ先　税務町民課　☎ 62–2112

シリーズ（第 6回）

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）

マイナンバー制度
　「通知カード」と「個人番号カード」


